
平成25年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その８ 

平成25年12月２日（月） 

                                            

○議長（石橋英和君）順番７、16番 堀内君。 

〔16番（堀内和久君）登壇〕 

○16番（堀内和久君）皆さん、こんにちは。

ちょっと順番回ってくるかどうか考えていた

んですけど、回ってきましたので、通告に従

いまして一般質問をさせていただきます。 

 一般質問の前に、まずは今回、台風18号で

被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上

げますとともに、迅速にポンプアップ、消毒

等の処置をしていただいた関係者職員に深く

お礼申し上げます。ありがとうございました。 

 私のほうは大きく二つでございます。やら

れたらやり返す、倍返しなんて、またよく言

うんですけども、自然の災害とかそういうも

のに関しましては、返すということは無理。

じゃあどうするかというのを考えますと、次、

同じような災害が来たときに、倍の対応をも

って迎えるというか、早急な処置が必要やと

改めて、毎回思うわけでございますけども、

今回、同僚議員も同じような項目で質問があ

るんですが、端的に、重なることないように

質問したいと思います。 

 台風18号の被害による災害復旧と、学文路

大谷川樋門周辺の今後の水害対策について。 

 ２年前の台風12号のときも、今回と同等の

被害を受けました。そして、地元区長と区民

の強い要望に市長にこたえていただいたのが、

紀陽団地の大型排水ポンプです。今回は残念

ながら、その機能をフル活用できなかったと

思います。これは自然災害によるもので、地

元からは年々、「被害を最小限に食いとめてほ

しい」と要望は強くなるばかりでございます。 

 紀の川上流では、大滝ダムが機能を十分に

果たしていると聞いております。ということ

は、そこそこの台風が来れば、今回と同等の

水位になると予測されると思います。紀陽団

地は学文路区と南馬場区が半々で、下水道で

はなく浄化槽の団地エリアでございます。今

回を教訓に再度見直し、団地排水路、貯水場

及び排水ポンプのスムーズな作業への実行と

段取りを願い、以下を質問します。 

 ①今後、排水ポンプがフル活用するための

取り組み。 

 ②雨水が浄化槽に入らなくするための対策。 

 ③紀陽団地内の排水路を、もう少し上流を

スムーズにできないか。この上流というのは、

先ほども申し上げましたとおり学文路区と南

馬場区の半々の場所でございます。すなわち、

南馬場区のほうの排水路となっております。 

 ④紀陽団地内の中央部分に新たな貯水スペ

ースをつくり、じかにポンプアップできない

か。 

 ⑤床下・床上浸水で被害に遭われた方々に、

できれば今回から、補償金もしくはお見舞い

というか、そういう誠意的なものはないか、

でございます。 

 次、大きい２番でございます。公用車及び

市の備品など、一般競争入札についてでござ

います。 

 本市では、ある程度の期間を使用した公用

車や、使用済みの備品などを、広報やホーム

ページを通じ一般競争入札を行っております。

これは行政にとっても、関心を持たれている

市民にとっても、無駄を減らし、必要なもの

を安く購入できる可能性が大であり、評価す

ることと思います。今後も必要に応じ進めて

いくべきと考えますが、次の利用者に対し、

もう少し市民への周知を広めるため、お伺い

いたします。 

 ①過去の売却した物品と年間の収益は。 
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 ②売却候補の物品を前もって展示し、市民

にじかに見せられないか。 

 ③一定の展示期間の後、オークション形式

等でイベント的にできないか。 

 明確なご答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君の質問項

目１、台風18号の被害に伴う災害復旧と大谷

川樋門周辺の水害対策に関する質問に対する

答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（松浦広之君）登壇〕 

○建設部長（松浦広之君）今後、排水ポンプ

がフル稼働するための取り組みは、のご質問

にお答えします。 

 現在、本市が設置しています排水ポンプは

内水面の排水、つまり、紀陽団地や七福団地

の雑排水や雨水排水を円滑に排除するため設

置しているもので、排出先の大谷川の水位が

上がり、自然流下では排水が困難になった場

合に、雨量にもよりますが、団地等への浸水

を軽減する効果が期待できます。 

 しかしながら、大谷川から堤防を越流し水

が流入しますと、到底ポンプ能力は追いつき

ませんが、本市としては、浸水被害の軽減の

ため、消防団の方々のご協力もいただきなが

ら排水作業を行っています。 

 また、今回は、午前７時からポンプ２台で

の排水作業を行っていましたが、午前７時50

分に樋門を閉めたために、一昨年の台風12号

時よりも大谷川の水位が急激に上がり、過去

には支障がなかった操作盤の一部が水没しま

した。その後、樋門を開けましたが、水位が

下がらず、午前８時からは１台での排水作業

となりました。現在、既に操作盤の高さの変

更を行っています。 

 また、ポンプ作動までの時間を短縮するた

め、紀の川の管理者である国と常設流路施設

設置の実現に向け、協議を行っているところ

です。 

 次に、雨水が浄化槽に入らなくするための

対策は、のご質問についてお答えします。 

 現地において、住民の方から、浄化槽のふ

たに重石を置くなどの対策をした場合、効果

があったと聞いています。このように、ふた

の浮上防止対策をすることも有効な対策の一

つです。 

 次に、紀陽団地内の排水路をもう少し上流

をスムーズにできないか、のご質問について

お答えします。 

 以前施工した区間は、国等の補助金並びに

区のご協力をいただき、整備を行いました。

財政状況の厳しい中、一度に整備を行うこと

はできませんが、要望があれば、予算の許す

範囲で検討を行いたいと考えます。 

 次に、紀陽団地内での中央部分に新たな貯

水スペースをつくり、じかにポンプアップで

きないかのご質問についてお答えします。 

 貯水スペースやポンプ能力については、雨

水排水を考慮しなければなりませんので、相

当の規模が必要と考えられますが、道路内は

既に排水管等が埋設されており、場所、規模

ともに相当の制約を受けることとなります。 

 また、排水経路については、民地内を通過

せざるを得ないと考えられますので、関係者

等の調整が必要となります。 

 また、紀の川への直接放流となりますと、

国との協議が必要となりますので、今後の検

討課題と考えます。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（枡谷俊介君）登壇〕 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）床下・床上浸

水で被害に遭われた方に、今回、補償金など

はないかとのご質問ですが、災害見舞金等と

いうことであれば、本市では橋本市災害見舞

金等支給要綱を定め、災害救助法の適用を受

けない災害により被害を受けた市民の方に、
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災害見舞金等を支給することとしており、そ

の支給の基準は、家屋に被害を受けたときは、

全壊または全焼の場合は５万円、半壊または

半焼の場合は３万円、消火による著しい水損

の場合は２万円と定めております。しかしな

がら、今回のような床上・床下浸水に対する

災害見舞金の支給については、当該要綱上は

支給の対象としていません。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君、再質問

ありますか。 

 16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。

順を追って再質問させていただきます。 

 一つ目の再質問にあたりまして、これはち

ょっと小項目五つ目の質問と関連するかもし

れないので、一つ目は健康福祉部長、よく聞

いておいていただきたいと思います。 

 まず一つ目ですが、ご答弁にもありました

とおり、操作盤というか分電盤を、もう上の

位置に上げていただいているということを今

聞かせていただいたんですけど、円滑でスム

ーズな対応をするために、排水ポンプという

か、パイプを常時堤防に接続し、ポンプを接

続しておいて分電盤、操作盤に電線をじかに

引けないか。漏電や停電のおそれもあるとい

うことで、もしそれがだめなら、発電機を近

くに置く、こういうことを要望したいんです

けども、要望というか、いかがですかという

ふうな質問なんですけど、可能ですかね。お

願いいたします。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）発電機を近くに置

く、あるいは直接電力を引く、これはともに

可能です。可能ですが、直接電力を引く場合、

これは災害においてお金の話というのはどう

かとは思うんですけども、現在座っておりま

すポンプについては30kWhぐらいの電力が必

要ですので、前例では月３万円程度の電力量

が、使う、使わずにかかわらず発生してきま

す。それから、発電機につきましても、近く

へ置いておくということは、ほとんどリース

でしたら借りっぱなしということになります

し、ともに費用の問題さえクリアできれば可

能です。ただ、樋門のそういった、本市とし

てポンプ座っている場所は相当そこそこの数

がございますので、そういった点で財政的な

面がまず何よりクリアしなければならない問

題かなというふうには考えます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）わかりました。当然、

何をするにも財政の厳しい状況というのはあ

ると思うんです。要望ということでもないん

ですけども、やはりお金がそれだけかかるん

であれば、私もそこまで費やさないかんかな

と言われれば、ちょっと考えがまとまらんと

こもあるんですけども、ただ、天気予報なり

何なりで台風が近づいているとか、災害が近

づいている、そういうときは、電線を引き込

むというていはもうちょっと置いておいて、

発電機云々というのをじかに置いておくとい

う点は、何とか寄り添えるかなと思うんです

けども、その点をご検討いただきたいと思い

ます。 

 次に、委託業者が設置する排水ポンプです

かね。うちの大谷川樋門の、大谷川樋門とい

うか紀陽団地内のところは、先ほども申し上

げたとおり、ポンプがすばらしいのついてい

ただいているので、そこは抜いたとして、過

去の災害に基づき、設置されている優先順位、

排水ポンプの優先順位について、過去の災害

のあれで設置されているのかどうか。何を申

し上げたいかというと、ほかの三つのところ

は同じようなやつはついているかどうか。こ

れをちょっとお聞きしたいんですけど、いか

がですか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 
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○建設部長（松浦広之君）合併前からの流れ

もございまして、旧町には浦島川、垣花川に

つきましては、出水期についてはポンプを常

設します。それから、雨天樋川につきまして

は、ポンプを運んできて設置するところから

始めます。それから、大谷川につきましては、

常設のポンプ２台とともに、通常の生活雑排

水を排水するポンプが、これとは別に１台ご

ざいます。一応状況としてはそういうことな

んですけども、必ずしも浸水被害の大なり小

なり、そういったところからということでは

なく、過去の経緯から、４箇所についてはそ

ういう配置がされているということでござい

ます。 

 それから、やっちょん広場のところにあり

ます野樋門につきましても、浸水被害が発生

しましたときには消防団の方のご協力もいた

だきながら、業者にお願いして、ポンプをそ

ういった形で仮設で据えておるという状況で

ございます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）今回の台風18号のとき、

雨天樋川のポンプ設置というのがかなり遅か

ったように私個人は聞いております。発信が

早いほうが優先というふうになってるんかな

なんて思うんですけども、過去の災害とか被

害の重きほうを優先すべきではないかなと考

えますが、いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）すいません。ちょ

っと質問の取り違えをしておりました。まっ

たくポンプがない状態からポンプを据えた順

番かと聞き違えたものですから、そういう答

弁をさせていただいたんですけども、今回の

場合は、一応、樋門操作員の出動、そういっ

たところを基準に、まず市のほうからもポン

プの設置依頼をしております。 

 ただ、今回、いろいろ当時の状況の分析を

しておるんですけども、旧町の浦島川、垣花

川、それから雨天樋川につきましては、一つ

の業者で設置をお願いしております。また、

水防操作員という方がおられまして、これは

消防本部のほうから契約をお願いしておるん

ですけども、委託業者と水防操作員でご協力

いただいて当日の作業にあたっていただくん

ですけども、３箇所ということもございまし

て、結果的に雨天樋川については時間がかか

ったという分析をしております。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）細かい説明ありがとう

ございます。重きほうにできるだけ早く行っ

ていただきたいなと思います。 

 次、小さな２番なんですけど、今回の台風

のときのゲリラ豪雨的な雨というんですか、

集中的な雨、この紀陽団地を襲いまして、人

間で言いますと、はかったわけではないんで

すけども、私もその現場に行って長靴がもう

全部つかってしまうぐらい、つまり膝ぐらい

の高さまで水がたまっていたと思います。消

防団の方がポンプでくみ上げていただいてい

るときですが、浄化槽のふたにブロック、お

もり的なものが乗っている家がいくつかあり

ました。最初のご答弁にもありましたように、

かなり有効な対策であると僕も思います。 

 そういったことを今後、市民生活部長にち

ょっとお伺いするんですけど、お答えできれ

ばで結構です。私の提案としましては、そう

いったもうちょっと周知していただく、おも

り、全部が全部、できれば乗せていただいた

ら逆流するということは軽減されるというふ

うに考えます。あと、浄化槽のふたの周り、

ナイロン系で密封というんですかね、ふたを

する、おもりを置くだけやったら、ちょっと

言葉は悪いんですけど、物的なものは逆流し

ないと。でも、ナイロン系の密封までダブル

でしておけば、水というか、尿的なものも逆
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流しない。そんなふうに考えて、業者とかい

ろんなインターネット等で調べたりしたんで

すけども、ある程度、合併浄化槽とか単独浄

化槽とかいろんな種類、メーカーの仕様もあ

るので絶対とは言えないので、まだちょっと、

きょうの一般質問に至るまで完全に調べ切る

ことが、申しわけないんですけどできません

でした。 

 そんな中で、そういった機能を兼ね備えて

いるという浄化槽も実際あったんです。そう

いった点で、今後、そういう研究というか、

そういう調査していただいて周知していただ

くということをお願いしたいんですが、いか

がでしょうか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）16番議員のお

っしゃるとおり、提案していただいたことも

一緒に勉強させていただきまして、やはり出

水時とかそういう水害のおそれがあるときに

は、やはり市民の皆さまに向けて、こういう

ような方法があるとかというような形で、何

らか広報してまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）市民生活部長、16番堀

内でございます。よろしくお願いいたします。 

 職員と一緒に、もうちょっと時間をかけて

勉強させていただいて、河南地区というのは

下水も当然ありませんし、たまたま今回紀陽

団地やということであって、高野口とかいろ

んな水害に遭われたところも、すべてが下水

とは限りませんので、周知と研究、一緒にし

ていただけたらと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 次、三つ目ですが、これは紀陽団地内の二

つの区があるということで、非常にややこし

い話になります。区が違っても同じ排水なん

ですね。これ、不思議というか当たり前のこ

となんですけども、こういったところを見て

みますと、学文路区は溝ぶたなど工事がなさ

れておりまして、当時の補助金等の、先ほど

のご答弁を聞いていると、国の補助金があっ

たんですかね、タイミングもあって、学文路

区が材料支給、現物支給やったと思うんです

けど、ちょっと勉強不足で申しわけないです。

たぶん合ってると思います。 

 そういった考えで、水路が同じなんであれ

ば、何とか区の要望があるんであれば早期に

同じ条件で、またそのタイミングがあると思

うんです。当然、財政事情というのはついて

回る。同じことばかり言うんですけども、そ

ういった観点から申しますと、南馬場区も今

後こういう水害が毎回あるのであれば、つい

てくるよというんであれば、早期にそういう

水路改修というのはご検討いただけるんです

かね。再度お伺いいたします。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）先ほどもご答弁さ

せていただきましたが、ご要望があれば予算

の許す範囲で検討したいと思います。ただ、

水路につきましては、道と違って自然流下で

雨水の場合、流れますもんですから、現場を

見ませんと、その部分だけの改修で済むかど

うか、ひょっとしたら下流部分までずっとさ

わらなあかんかどうかで、相当その改修の規

模が違ってきますので、そういったところも

確認した上での検討とさせていただきたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。

当然、調査していただいた上で、僕がもう小

学生ぐらいのときから紀陽団地というのはあ

ります。だいたいできて35年から40年ぐらい

のエリアやと思うんですけども、地盤沈下と

かいろんなこともあって、どっちが高くてど

っちが低いのか、自然流水ができているのか

－69－ 



と、きっちりした専門家じゃない限り、なか

なかお答えできないと思うんですけども、そ

ういったことも踏まえて研究していただいて、

できる範囲内のことをできるだけやっていた

だきたいと。 

 その上で、次の４番目の質問なんですけど

も、団地内で一番水のたまる場所、低いとこ

ろですね。これ、部長、だいたい僕がどこら

辺の場所を思っているかご存じですか。わか

っていただいているということでお伺いしま

す。その場所から、今回の台風18号のときで

すと、消防団の方がポンプを置いて、紀の川

の堤防の間、ちょうど一直線に、当然、一軒

家というか、団地なので家がございます。民

地内を通過で、何も民地内を通るなと言って

おるわけではないんです。そこを通らざるを

得れへん状況にその場所があるということな

んですけども、当然、災害なので皆助け合う

ということで、その道を通ればいいと思うん

ですけども、アフターフォローというんです

かね、よく建設課の方、一軒一軒、どないで

すか、大丈夫ですか、というような感じで回

っていただいたり、今回でしたら福祉部の健

康課ですかね、消毒の担当やと思うんですけ

ども、ものすごいきちんとした対応で、一軒

一軒回っていただいて、お見舞いの言葉をい

ただいたというのでは、本当に僕も感謝して

いるんですけども、ポンプを通さしてもうた

お宅に対して、細かいこと言うてあれなんで

すけども、当然、雨、台風の中ですからどろ

どろになりますよね。そういったところへの

アフターフォローというのは、行き届いてい

るのかなと思うんですけど、その点について

いかがですか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）アフターフォ

ローのおただしでございますが、健康課のほ

うへ地元の方から、各区長からいろいろ要望

がございまして、今までずっと健康課のほう

で、こういう災害があるたびに消毒に回らせ

ていただいております。早くというご要望が

あるんですけども、当日はぬれておりますの

で、行ってもいくら消毒しても効果がござい

ませんので、それが終わってから消毒をさせ

ていただいておるんですが、なるべく先ほど

議員おっしゃられたようなことがないように、

職員も気をつけてやっているんでございます

が、そういうことがあったとしましたら、調

べましてあったとしましたら、また今後、適

切に対応するようにさせていただきます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）部長、すいません。何

ていうんかな、健康福祉部の健康課の職員は、

パーフェクトにこなしているんです。お答え

いただかなくても、どっちかというと僕の申

し上げたいのは、問い方がちょっと下手やっ

たんで申しわけないです。健康福祉部のほう

はちゃんとやって、別にほかが悪いとかそう

いう意味ではないんですけど、ご答弁いただ

かなくてもいいんです。 

 どこになるんかな、総務になるんか、建設

になるのかわからないですけど、私の申し上

げたいのは、一番低いところから消防団がパ

イプをこうつなぎますよね。川の堤防を向い

て。その間に民地を通りますよね。通った後、

その家というのが、全て犬走りでコンクリや

るわけ違うんです。ほな、通った後、じゅく

じゅくのぐだぐだになるんです。で、終わっ

た後、帰っていきますよね。そのフォローと

いうのは、そういうフォローの意味なんです。

だから、消毒云々というのは完璧にできてい

ると。できる限りの範囲内でやっていただい

ていると。ほかの対応もスムーズにいってい

ると。ただ、そこに目を向けてないんではな

いかなと。ただ我慢している人、なかなか言

いにくい人がおるんですよということをお伝
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えしているんです。その点についていかがで

すか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）当日は消防団の方

も、まずはその被害の軽減、水を排除すると

いうことに精いっぱいで、もちろん許しを得

た上でしょうけども、個別の住宅の間を通さ

せていただいて、堤防を越えて紀の川へ放流

しているということで、ただし、被害全部終

わって撤収した後、その民家の方が自分で掃

除して、泥を洗ったりしていただいていると

いうことを聞いております。 

 それが、雨水の災害ということが市域全般

でそういうことがあれば、すべてに対してフ

ォローというのは現実的に無理かもわかりま

せんが、紀陽団地の場合は、２年に少なくと

も２度そんなことがあったということですの

で、今後につきましては、この４番でもご質

問いただいております。これはほんまに対症

療法でしかありませんけども、少しでも排水

活動がスムーズにいけるような何か方法がな

いか、その一環として、今おっしゃっていた

だいた、常にホースを通させていただかなけ

ればならない通路、あるいは活動のためにし

ょっちゅう通る通路につきましては、何か事

前に対策を講じる、あるいは事後の対策を講

じるものがないかということを、消防本部と

建設部、あるいは防災推進室等も連携とりな

がら、一度検討させていただきたいというふ

うに思います。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。

ちょっとずれがあるかなと思うんですけど、

そのポンプ、通していただいたら結構ですと

いうんです。ただ、終わって、すべてが終わ

って何日かたって乾いた後、じゅくじゅくの

ところがぼこぼこになるんですよということ

を言いたいだけであって、何も新たにどうの

こうのとか、そういうことではないんです。 

 ほんで、次の質問につながるんですけども、

恐らく、その一番低いポンプを置く、吸い上

げのポンプを置くところから川に行くところ

までの間の、このホースというかポンプ、そ

この間を通していくにあたって、何ていうん

ですか、先ほど、さきに部長にご答弁いただ

いたような気もするんですけど、多分そこが

一番最短距離で、裏の堤防に抜けるところの

ほうのフェンスも、そこしか恐らく抜けない

と思うんです。そこを外せば、また現場、今

度部長と一緒に見に行かしていただけたらと

思うんですけども、そのルート以外やったら

ホースが倍、３倍要るようになってきます。 

 だから、そこを通させていただくのが一番

ベター、ベストなんですけども、そういった

フォローが大切だということと、もし市が、

今、部長言うてくれたことが前向いていく形

というのがあるんであれば、例えば通しやす

いような形にさせていただくとか、コンクリ

ートにさしてもらうとか、もう極端な話で言

うたら、もともとポンプ、何ていうかパイプ

ですかね、硬いパイプをもう埋設で、民地に

お願いして入れさせてもらうとか、極端な話

で言うたら、そこのお宅はみんなの住んでい

る地域でみんなのためであるから、一切そう

いうのは気にしてないんですけども、ただ、

そういったこともあるんだということで、建

設部もしくは総務のほうでご理解だけいただ

ければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 次、最後、五つ目なんですけども、見舞金

というか補助金、ちょっと僕、通告では補償

金という表現をしているんですけど、見舞金

的な感じで僕は補償金と書いたんですけども、

これについて答弁無理やというのは当然だと

思います。火災とかそういう自然災害では、

その条例というかルールのもとに、その枠内
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に入っているところに対して見舞金なり補償

金なりを出すというのが本来の形であると思

います。 

 ただ、僕が今回申し上げたいのは、あまり

ちょっと言いたくないんですけど、ポンプが

フル活動できなかった。最初に言わしていた

だいていると思います。操作盤がぬれたとか、

作動しなかった。ポンプが１台しか動いてな

いという現実がある上で、たら・ればの話に

なるんですけども、的確な時間にスイッチを

入れて、あるべき最大出力でずっとそのポン

プが動いていたんであれば、こうなってたの

かとか、そういうことは申し上げたくないん

ですけども、今回はこのルールとはまたルー

ルが違うと思うんです。 

 だから、ちょっと前に、この一般質問を考

えていたときにちょっと思ったんですけど、

同時期の台風のときに、京都の水害があった

と思うんです。そのときに、同じような、規

模は別として、同じようなポンプがちょっと

職員の、ミスという言葉を出していいのかど

うかわからないですけど、作動ミスというの

があったというふうに聞いております。市は

潔くそれで補償か見舞金を出したというのを

テレビニュースで見ました。間違いなく。 

 こういった点、京都がしているからうちが

するとかそういうことではなくて、うちは床

下・床上、どこで線引くのかわかりませんけ

ども、もしそのポンプが動いていたら、床上

の畳まで干すようなことはあったんだろうか

と思うんです。操作盤のほうもそうなんです

けど、操作盤の位置を決めた理由というのが、

区民も立ち会いして、建設部も立ち会いして

いると思うんですけども、前に台風12号で、

この高さまで来ているという明らかなライン

があるんです。そこまで来ているからこれぐ

らいでいいだろうというていなのか、どうい

った理由で、マニュアルがあるのかわかりま

せんけども、そこに操作盤の高さが決まって

いるというか、そんなふうに思うんです。 

 私もそういう材料に携わる商売というか、

仕事をしていたので、操作盤の設置工事とい

うのは素人ながらにわかるつもりでございま

す。前がここまで来ているんであれば、何で

ここにしとけんのやろうと。そういうふうな

ニュアンスで区民はとると思うんです。だか

ら、そこら辺の観点から見て、今回、もう高

くしていただいているんで、すべてを申し上

げることもないんですけども、前向きに、数

軒ですか、四、五軒床上つかったと聞いてお

ります。そこに見舞金等を出すというご意志

はありますか。お願いいたします。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）その前にちょっと

答弁させてください。 

 確かに、操作盤が半分つかりまして、８時

からですか、ポンプが１台で稼働したのとい

うのは事実でございます。８時からは１台と

いうことは事実でございます。ただし、先ほ

ども申しましたとおり、あくまでこの設置し

ておりますポンプは、内水面の排水でござい

ますので、大谷川の堤防を越えた水まで、と

ても排水する能力はございません。ですので、

今回のそういった浸水被害は、このポンプが

１台によって生じたものというふうには考え

ておりません。この点だけは申し上げたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）見舞金のお話

でございますが、今、建設部長からも答弁さ

せていただきましたように、そのポンプによ

って変わるということはなかったということ

でございますので、市のほうで、やっぱり過

誤といいますかがあったということで認定さ

れるようなことがございましたら、そういう

ことも、見舞金を出すということも、要綱を

－72－ 



破って出すということも考えていくこともあ

ると思いますけども、今回の場合、市のほう

も精いっぱいやらせていただいたと思ってお

りますので、今回につきましては、今までど

おりさせていただきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）今ここで時間も限られ

ているので、また後日、話しさせていただき

たいと思います。建設部長おっしゃるのはよ

うわかるんです。たら・ればの話ではなくて。

でも、私自身もなかなかデータだけでは、こ

れがポンプが何時から１台しか稼働しなかっ

たからこんなというのは、なかなか僕も難し

いところだと思うんです。 

 ただ、僕が一つだけ引っかかるのは、先ほ

ども言いましたとおり、前回、台風12号でブ

ロックのところでこの高さというラインがあ

るんです。つかってるラインが、だから、明

らかに、前にこれぐらい来ているんであれば、

これぐらいのところにしておくという、そう

いう何ていうんかな、余力というのはやっぱ

り必要やったんではないかなと。今後の課題

として。だから、実際のところ、今、もう工

事して高いところに上げたということなんで

しょう。前のところがつかったから高いとこ

ろに上げたんでしょう。ほんだら、排水の量

云々のあれ、言うてもしようがないんですけ

ど、高さはつかるところにあったんで、上げ

ざるを得んかったというふうなニュアンスに、

僕としたらなるんです。僕でこない思うとい

うことは、区民の方も、もうちょっと何で高

いところにしてなかったのと思うと思うんで

す。 

 実際、我々はこれ、議論してますけど、実

際つかるかつからないかぎりぎりのところで

おられる人というのは、やはり思うところと

いうのは、なかなかつらいというか、思う部

分というのはあるんではないかなと。我々も

考えらなあかんところというのはあるんでは

ないかなと。だから、今後に対して、こうい

った見舞金とかそういうのを考えていただき

たいなというふうに思います。その点はよろ

しくお願いいたします。一つ目、終わらせて

いただきます。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、公

用車や備品等の一般競争入札に関する質問に

対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（北山茂樹君）登壇〕 

○総務部長（北山茂樹君）本市において、一

般競争入札によりこれまでに売却した物品は、

平成19年度に公用車１台で1,178万4,511円、

平成21年度は公用車２台で計114万5,550円、

平成22年度は公用車８台で計465万4,650円、

平成23年度は公用車４台で計121万137円、平

成24年度は公用車３台で計100万3,800円、平

成25年度は公用車９台、原動機付自転車３台

で計226万9,376円、総合計は2,206万8,024円

となっています。 

 次に、売却候補の物品を前もって展示する

ことについては、現在も公開日時及び場所を

定め、それぞれの所管課で希望者に物件を公

開しているところですが、市民への周知を少

しでも広められるよう、売却物件を一箇所に

集めての展示や、市が実施するイベントでの

展示なども検討をしてまいりたいと考えます。 

 次に、オークション形式でイベント的に実

施できないかとのおただしについてですが、

現在は一般競争入札により売却を実施してお

り、せり売り形式、いわゆるオークション形

式では実施していません。インターネットを

利用したオークションによる売却については

検討をしていますが、公用車等の高額な物品

をイベント的に実施することについてはなじ

まないと考えます。しかしながら、原動機付

自転車や庁内備品など、比較的安価な備品等
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については検討の余地があると考えますので、

実施方法等について研究をしてまいりたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君、再質問

ありますか。 

 16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。

ちょっと先ほどと違って前向きな、明るい話

題に持っていきたいんですけども、割とこう

いった、僕も広報とかホームページ見たら、

車が結構最低価格安いんですよね。職員とい

うのは本当に日頃から車を丁寧に扱ってくれ

てて、車だけの話をして申しわけないんです

けど、本当に買った方とか、乗っている方見

たら、程度いいといって喜んでいて、実際に

買う価格よりかなり安く購入できたとか、あ

りがたいなと思います。 

 ちょっと再質問、逆に総務部長、ええお答

えいただいたので聞きにくいんですけど、強

いて言うなれば、売却した公用車と原動機付

自転車というのは、それぞれ何台ございます

か。お願いします。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）売却した30台のう

ち、先ほど答弁させていただいたんですけど

も、公用車は27台、車が27台です。それから

原動機付自転車は３台でございます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）前に私、管財課でそう

いう書類をちらっと、ちょっと前のやつを見

せていただいたんですけど、こういった車と

かではなくて、それ以外の備品とかで何か、

主に売却したやつで、ピアノでしたかね、ピ

アノとか、ああいうのは売れたんでしょうか

ね。ちょっと個人的に疑問に思うんですけど、

なかなかこれから学校の統廃合とか、こども

園計画とかなってきたときに、ああいったピ

アノとかも結構売却の対象になるのかなとか

思うんですけど、ああいうのは人気的なこと

あるんかなと思って、欲しがる人とかいてる

のかと、そんな点で、もしお答えできればで

結構です。お願いいたします。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）ピアノにつきまし

ては、今年度、アップライトピアノを一般競

争入札に１台かけました。ところが、かけた

んですけども応募者がございませんでしたの

で、専門業者に売却をさせていただきました。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）専門業者に売れたんで

すね。ほんなら市民とか、そういう個人的な

人は買わなかったということなんですね。タ

ケモトピアノとかあんなんですかね。違うん

かな。あかんのですか。何かコマーシャルで

よくやってるんで、あんなところでも売れれ

ば、もし、ちょっと名前出して具合悪かった

ら訂正をお願いいたします。 

 あと、最後なんですけども、そういう公用

車等の高額な物品をイベント的に実施するこ

とはなじまないということですけども、具体

的になじまないというのは、どのようなこと

でしょうか。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）オークションとい

いますのが、多くの人が公平に、かつ気軽に

参加できまして、売却するほうも経費がかか

らないと。それと、最大限に収入を確保でき

るというのがメリットかと思います。 

 特に、公用車の中でも特殊車両、例えば消

防の車両等々、特殊車両につきましては、需

要の特殊性から見まして、全国からの入札が

非常に多うございます。当然、売却価格も高

額になる場合が多いです。本市では、公用車

等の市有財産を売却する場合に、一般競争入

札により実施しておるんですけども、管財課

に申込書とか、それから添付書類等々、直接
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提出していただくか、もしくは郵送による申

し込みの受け付けを行っておりまして、事前

に資格審査を行っております。したがいまし

て、そういう高額な、値が張る物品につきま

しては、それも含めてですけども、慎重に取

り組んでいるという状況でございます。 

 その情報といいますのが、当然、市のホー

ムページに掲載をさせていただいておりまし

て、最大限の収入を得るために、広く周知し

ているところでございます。 

 このことから、現在はすべて公用車等を一

般競争入札で実施しておるんですけども、市

民の方の誰しもが利活用できる、特殊車両は

なかなか利活用できないんですけども、誰し

もができる、例えば軽四輪車ですとか軽四貨

物、それから原動機付自転車、それから安価

な庁用備品等々につきましては、市内の方、

それから市内の事業者を対象といたしまして、

オークションによるせり売りというんですか、

そういうことも可能とは思いますので、今後

その方法を検討していきたいと、かように思

っている次第でございます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）細かい説明ありがとう

ございます。本当に前向きな答弁いただくの

で、再質問はかなり苦しいんです。きょうは

もう副市長の答弁もいただくことないなと思

いながら、きょうを迎えているんですけども、

最後に、できるだけこういった公用車云々と

いうのを、公用車とか原動機付自転車とか、

いろいろな備品というのは、例えばですよ、

例えば、保健福祉センターの空いたスペース

であるとか、できるだけ空いたスペースで市

民に周知した上で、じかに触ってもらったり

とか、走行距離云々というのはうそをつくこ

とないので、間違いないとは思うんですけど、

やはりもっと身近に感じていただいて、橋本

市は限りなくこういう楽しいイベントしてる

んやとか、あとできるだけ高く買っていただ

く努力というか、そこまでは望まないんです

けども、最終的に売れ残ったりとか、販路拡

大と、そこまで販路拡大するほど備品もない

と思うんですけども、インターネットという

んですか、ああいうふうなところでのオーク

ション形式とか、実際に実施についてどうい

うふうにお考えを持っておられるかを、ちょ

っと最後にお聞きして一般質問を終わりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）橋本市の財政状況

が厳しい現在におきまして、不要となったと

いうか、もう使わなくなった公用車、それか

ら備品を売却することにつきましては、やは

り一般財源を少しでも確保する観点では重要

であると考えておりまして、この件について

は、今後も積極的に売却をしてまいりたいと、

かように思っております。その一つの方法と

して、先ほどから議員がおただしのとおり、

ネットオークションですとか、それからイベ

ント形式のオークション等々をやっぱり一つ

の手段として検討していきたいと、かように

思っております。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（石橋英和君）お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明

12月３日午前９時30分から会議を開くことに

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

（午後４時46分 延会）
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